
質問・回答書 
工事名 ： 東北自動車道 原瀬川橋床版取替工事 
番号 質 問 回 答 

１ 

入札公告（説明書）ｐ.7 評価基準 評

価項目①について 
※標準案の施工日数は稼働率を考慮し

ない昼夜施工による実施工日数 とあ

りますが、短縮日数においても稼働率非

考慮かつ昼夜施工での日数として算出

すればよろしいでしょうか。 

その通りです。 

２ 

設計図 車線シフト規制（固定）B につ

いて 
原 瀬 川 橋 の 終 点 側 施 工 ヤ ー ド が

L=300m、起点側施工ヤードが L=300m
と記載されていますが、迂回路の図面か

ら判断する限り、ヤードはもっと狭いと

思われます。ヤード長さをご提示くださ

い。 

原瀬川橋の終点側施工ヤードは約 175m、起点

側施工ヤードは約 300ｍ程となっております。

詳細は、設計図 渡り線・迂回路工 1/30、2/30
「渡り線・迂回路 平面図」および参考図 5/17、
8/17「床版撤去計画図」、6/17、9/17「床版架設

計画図」を確認ください。 
 

３ 

入札公告（説明書）ｐ.7 評価基準 評

価項目①について 
設計図に地覆擦り付けコンクリートが

ありませんが、提案工程に考慮すべきで

しょうか。ご教示ください。 

詳細設計の完了に伴い設計変更を行う予定で

す。工程には設計図書に示す内容のみ考慮して

ください。 

４ 

参考図 15 作業ヤード平面図について 
南側の杉田川橋ヤードには仮囲い工が

示されていますが、北側のヤードには示

されていません。必要な場合は設計変更

対象で宜しいでしょうか。 

参考図 15/17「作業ヤード平面図」に示す仮囲

い工の範囲以外に仮囲い工が必要となった場合

は、監督員と受注者とで協議し定めるものとし

ます。 
 

５ 

設計図 渡り線・迂回路工について  
仮橋工(3)～(4)において、上部工詳細図

が示されておりますが、仮橋工(2)の支間

長と一致しないように見受けられます。

上部工詳細図は一般図としての提示で

しょうか。 

上部工詳細図は代表断面の詳細図のみの提示と

なります。 
 
 



６ 

設計図 渡り線・迂回路工について  
仮橋工におきまして、覆工板は締結の必

要性があると考えますが、その費用は計

上されているのでしょうか。特記仕様書

P62,25-30-2 記載の締結式とは覆工板の

事を示されているのでしょうか。ご教示

ください。 

特記仕様書「25-30-2 種別」に記載の締結式と

は、覆工板の事を示しております。 
締結に要する費用は、「仮橋工 上部工」の単価

項目に含まれます。 

７ 

参考図 足場工計画図について 
標準断面図におきまして、箱桁間の足場

が図示されていますが、現地踏査時にケ

ーブルラックが見受けられました。足場

設置のためには事前撤去されていると

考えて宜しいでしょうか。 

特記仕様書 26-1(6)に示すとおり、足場の設置に

支障となるケーブルラックの撤去等を本工事若

しくは他工事において実施するかについては、

関係機関との協議により決定します。 

８ 

入札公告（説明書）P9、4-5.技術提案の

内容に関するヒアリング等について 
ヒアリングは Web 会議方式と記載され

ています。技術提案内容の説明をお求め

かと思いますが、説明時間はどれほどで

しょうか。また、技術提案書以外の資料

（プレゼンテーション用のスライド資

料等）は不要との認識でよろしいでしょ

うか。 

説明及び質疑含めて３０分～１時間程度を予定

しております。また、技術提案書以外の資料は

不要です。 
 

９ 

入札公告（説明書）ｐ.7 評価基準 評

価項目①について 
「床版取替工事」の範囲に遮音壁撤去は

含まれますでしょうか。 

遮音壁の撤去は含まれます。 

１０ 

見積活用方式関係様式 参考見積書（様

式５）について 
「詳細設計」についても本様式での作成

が必要でしょうか。 

「詳細設計」については、様式５の作成は不要

です。様式６に「詳細設計」の単価項目ごとに

記入願います。価格の根拠は添付資料をご提出

ください。 
 

１１ 

見積活用方式関係様式 参考見積書（様

式５）について 
２．下記内容の編成 の各項目は、複合

単価となる場合はその合計数量でよろ

しいでしょうか。 

その通りです。ただし、添付資料において内訳

を明示してください。 
 



１２ 

見積活用方式関係様式 参考見積書（様

式５）について 
３．内訳 の名称ごとに行を挿入し、詳

細内容について記載する形でよろしい

でしょうか。 

その通りです。 
 

１３ 

見積活用方式関係様式 参考見積書（様

式５）について 
３．内訳 「その他」区分は、各項目（建

設廃棄物、油脂燃料、市場単価等）を個

別に計上する必要がありますでしょう

か。また、諸経費についても計上する必

要がありますでしょうか。 

「その他」区分において、個別計上は不要です。

ただし、添付資料において内訳を明示してくだ

さい。 
 

１４ 

見積活用方式関係様式 参考見積書（様

式５）について 
３．内訳 「割掛費」区分は、各項目ご

とに記載する必要がありますでしょう

か。また、単位、数量は「１式」でよろ

しいでしょうか。 

複数の割掛項目が設定されている場合は、割掛

項目ごとに記載する必要はなく、合計した金額

等を記入してください。ただし、添付資料にお

いて内訳を明示してください。 
 

１５ 

見積活用方式関係様式 参考見積書（様

式５）（添付資料）について 
下請等の取引先からの見積に基づく見

積書等の内容である場合、取引先からの

当該工事内容に関する見積書の写しの

添付は、採用した１社のみでよろしいで

しょうか。 

その通りです。 

１６ 

見積活用方式関係様式 参考見積書（様

式５）について 
該当しない欄は空欄のままでよろしい

でしょうか。 

その通りです。 

１７ 

入札公告（説明書）4-2 について 
技術評価の評価項目等の表には、「標準

実施工日数として原瀬川橋（下り線）37
日、原瀬川橋（上り線）35 日」と記載さ

れています。工種ごとに施工日数の分か

る日工程表をご提示お願いいたします。 

標準案日数の内訳は提示できません。貴社の施

工計画に基づきご検討ください。 



１８ 

入札公告（説明書）4-2 について 
高度技術提案型の評価項目②の提案テ

ーマは「所定の工事期間内に確実に床版

取替工事を行うための、品質低下や工程

遅延等のリスク回避に寄与する設計及

び製作に関する技術提案」とあります。

この所定の工事期間とは、評価項目①で

提案した短縮施工日数を考慮した工事

期間と考えてよろしいでしょうか。 

所定の工事期間とは、共通事項に示す工事期間

を想定しています。 
なお、評価項目①の提案事項を考慮した提案と

してください。 
提案の範囲については、令和４年１月１１日掲

載の回答書の質問Ｎｏ１５の回答を参照してく

ださい。 

１９ 

特記仕様書 26-1 について 
設計図書の変更及び追加について、「（2）
詳細設計の完了に伴う変更を行う予定

がある。」との記載があります。これは

詳細設計の業務工程（工期）に変更があ

るものと考えてよろしいでしょうか。 

詳細設計の業務工程を変更する予定はありませ

ん。特記仕様書 26-1(2)については、詳細設計の

完了に伴う設計数量等の変更を示しています。 

２０ 

設計図（原瀬川橋 下り線）67/75 につ

いて 
既設の原瀬川橋（下り線）に遮音壁が設

置されています。この遮音壁の撤去は標

準施工日数 37 日に含まれると考えてよ

ろしいでしょうか。 

既設の原瀬川橋（下り線）の遮音壁の撤去およ

び床版取替後の遮音壁の設置についても標準施

工日数に含まれます。 

２１ 

入札説明書 p.4 3-1(5) 
同種工事の施工実績において、「プレキ

ャストＰＣ床版又は場所打ちＰＣ床版

による床版の新設又は取替を実施した

工事」とありますが、箱桁橋によるＰＣ

橋上部工も該当すると考えてよろしい

でしょうか？ 

プレストレスにより構造が成立する床版であれ

ば該当します。 

２２ 

入札説明書 p.7 4-2 
『仮迂回路の設置・撤去及び床版取替等

の一連の施工が「R4.11.1～R6.3.31」以

内の工事工程』について、全体工程に加

えて、評価項目①の提案根拠となる日毎

の詳細工程も添付する必要があります

か？ 

令和４年１月１１日掲載の回答書の質問Ｎｏ２

の回答を参照してください。 

２３ 

入札公告 p4, p5 へ記載ある設計業務等

の受注者、及び施工管理業務の受注者に

ついて、例えば落札後の詳細設計にあた

り、本工事の受注者がこれらの業者へ詳

細設計業務を委託することは、本工事の

規定に反しないと考えてよろしいでし

ょうか。 

本工事に係る設計業務の受注者との資本若しく

は人事面における関連性について、入札手続き

における公正性・透明性を確保する観点から制

限をかけているため、本工事受注後の委託先に

ついては、当該規定には適用されません。 

 


